


③江戸川・河川敷

②金町浄水場付近
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【第 3のリング 】
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Ⅳ 
柴又地域文化的景観の

保存方針
１　保存に関する基本方針
２　文化的景観の重要な構成要素
３　文化的景観に配慮した土地利用
４　文化的景観の整備・活用
５　文化的景観を保存するために必要な体制

　

１　保存に関する基本方針

　柴又地域文化的景観の価値を保存・継承していくため、「調和の取れた
土地利用」と「文化的景観の特徴を示す構成要素の保存と継承」に努める
とともに、地域の方々の「伝統的な生活・生業の継承と発展」を支援して
いくことを基本方針とします。
　対象範囲の地権者を含めた地域の方々とともに文化的景観の保存を進め
るとともに、文化的景観の基盤をなす地域コミュニティの活動支援や協働
を推進し、保存のための具体的な支援制度や文化的景観の価値や観光資源
としての魅力を高めるための整備を進めます。

＞＞＞14ページへ

ポイント 1 ポイント 2 ポイント 3
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参道及び江戸川土手から見る調和のとれた
柴又の風景・街並みの保全

ポイント 1

参道店舗の庇下の特徴的な販売形式による賑わいのある
空間や、店舗や庇が連続した独特の街並みを形成、歴史
的で情緒ある建物が建ち並んでいる参道の景観の維持

ポイント 2

参道・寺社・旧家・道・用水跡・河川など、柴又の歴史
を感じさせる調和の取れた街並み景観の継承

ポイント 3



２　文化的景観の重要な構成要素

　文化的景観を構成する要素の中でも特に重要なものは「重要な構成要素」
です。
　形態・意匠等が独特又は典型的であるとともに、技術・素材等の観点か
ら顕著な固有性を持つものであって、かつ文化的景観の本質的な価値を示
し、保護の対象として不可欠な構成要素のことをいいます。
   柴又地域の文化的景観 の 重要な構成要素を特定するにあたり、その種
別を「区域」、「道」、「水系」、「敷地」、「建築物」、「工作物」の 6に区分し、
併せて、調査によって明らかとなった 3つの特徴「柴又のもつノード性（結
節点）」、「都市・農村の両義性」、「参詣客を意識して変貌してきた建築・
空間の流動性」との関連性を考慮して整理を行っています。

3　文化的景観に配慮した土地利用

（１）土地利用の方針
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【まちづくりの基本理念】
　みんなで創る歴史・文化が息づくまち・かつしか

【まちづくりの目標】
安心して住み憩い働き続けられる
川の手・人情都市かつしか

『葛飾区都市計画マスタープラン』



（２）行為規制の方針
　文化的景観における重要な構成要素として特定したものは、現状変更の
届出等の行為規制を行うことでその保全・継承を図ります。
　また既往の法律などとも照らし合わせ、各リングの土地利用の方針に基
づき、文化的景観検討範囲全体を都市計画として新たに定めます。
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｢ 特徴ある観光資源と魅力的な都市機能との連携による賑わいと活力に満ちたまち 」

『葛飾区都市計画マスタープラン』

【まちづくりの基本方針の概念】

＜柴又地域の将来像＞

「柴又界隈を中心とした魅力ある観光拠点の形成と歴史性を重視した街づくり」
｢安全で安心な落ち着きのある住環境の形成」
「水辺と一体的な文化・レクリエーション拠点の形成」　など

＜まちづくりの基本方針＞

4 文化的景観の整備・活用

　重要文化的景観として選定された後に行われる整備及び活用のための計
画については、３つの整備活用に関する基本方針を定めています。

　（1）帝釈天題経寺門前及び寺社空間の積極的な利用に向けた整備・活用
　（2）柴又の魅力を向上させる整備・活用
　（3）東京の観光拠点としての魅力向上に向けた整備・活用
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５ 文化的景観を保存するために必要な体制

　重要文化的景観として選定された後、文化的景観を保存するために必要
な体制の基本方針として以下の３点が示されています。この基本方針に基
づき必要な体制を整備していきます。

　(1) 文化的景観の基盤をなす地域コミュニティへの支援
　(2) 区民と行政の協働による仕組みづくり
　(3) 行政、住民、学識者から構成される文化的景観に対する体制整備

○平成 28年 10月 28・29日
　文化的景観保存計画（案）及び都市計画（案）説明会

○平成 29年１月頃
　文化的景観保存計画完成

○平成 29年１月下旬
　都市計画法に基づく意見募集

○平成 29年３月頃
　都市計画決定・告示

○平成 29年７月
　国に対する重要文化的景観選定に係る申出

今後のスケジュール


